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和歌山県医療勤務環境改善
支援センター便り

医療機関の宿日直許可申請に関するFAQについて

医師の働き方改革に取組むにあたり、医師の宿日直許可の取得は重要な課題です。厚生労働省が本年４月に
設置した医療機関の宿日直許可申請に係る相談窓口に寄せられた相談内容を踏まえ、厚生労働省ではＦＡＱを
作成提供していますので、宿日直許可の取得に向けて取組まれている医療機関はぜひご活用ください。

宿日直許可と医師の働き方改革について

Q. 医療法第16条に基づく宿直を行う場合には宿日直許可が必要なのでしょうか。
A. 医療法第16条では病院に医師を宿直させなければならないと規定されています。医療法第16条に基づく
宿直を医師に行わせること自体に労働基準監督署長による宿日直許可は必要ありません。

Q. では、なぜ、宿日直許可の取得を検討する医療機関が増えているのでしょうか。
A. 宿日直許可を受けた場合には、その許可の範囲で、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。

今後、令和６年４月から医師の時間外労働の上限規制がスタートしますが、
(1)宿日直許可を受けた場合には、この上限規制との関係で労働時間とカウントされないこと、
(2)勤務と勤務の間の休息時間（勤務間インターバル）との関係で、宿日直許可を受けた宿日直（9時間

以上連続したもの）については休息時間として取り扱えること、
など、医師の労働時間や勤務シフトなどとの関係で重要な要素になることが考えられます。

宿日直許可の申請手続きについて

Q. 宿日直許可の申請から許可を得るまでの流れについて教えてください。
A. 医療機関が労働基準監督署に許可申請書と必要な添付書類（以下「申請関係書類」といいます。）を

提出した後、①書面での確認、②労働基準監督官による実地調査、を経て、許可相当と認められる場合
に許可書が交付されます。申請から許可（不許可）までの期間は、申請関係書類の不備の有無、実地調
査の日程調整の状況、追加の確認事項の有無など、個別の事情によって異なります。時間的余裕を持っ
た事前の相談及び申請を心掛けてください。

Q. 宿日直許可申請に当たってどのような書類を用意する必要がありますか。
A. 申請関係書類については、あらかじめ一度所轄の労働基準監督署に確認いただきたいと考えています

が、必要な書類の標準的な例としては以下のとおりです。なお、これらはあくまで標準的な例であって、
調査に必要な範囲で追加資料の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・対象労働者の労働条件通知書、雇用契約書の写し
・宿日直勤務に従事する労働者ごとの、一定期間（例えば1か月）の宿直または日直勤務の従事回数が
わかるもの（宿日直の当番表、シフト表など）

・宿日直勤務中に行われる業務が発生する頻度、その業務の内容と従事した時間について、一定期間の
実績が分かる資料（業務日誌等）

・対象労働者全員の給与一覧表（労働基準法第37条の割増賃金計算の基礎となる賃金）及び宿日直手当
額計算書

・事業場等を巡回する業務がある場合は、巡回場所全体とその順路を示す図面等
・宿直の場合は宿泊設備の概要がわかるもの

Q. 申請関係書類の中で、「宿日直勤務に従事する労働者ごとの、一定期間（例えば１か月）の宿直または日直
勤務の従事回数がわかるもの（宿日直の当番表、シフト表など）」、「宿日直勤務中に行われる業務が発生する
頻度、その業務の内容と従事した時間について、一定期間の実績（または見込み）が分かる資料 （業務日誌）」
については、１か月分を求められる場合と３か月などより長い期間分を求められる場合があると聞きました。
なぜ取扱いが異なるのでしょうか。

A. 1か月分の資料を提出いただくことが基本と考えていますが、申請内容や実態を確認していく上で更な
る確認が必要となる場合、その１か月が突発的な業務などで多忙になっている場合、などについては、3
か月などより長い期間分の提出を求めることがあります。個別事情となりますので、あらかじめご了承
ください。
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Q. 申請関係書類の「宿日直勤務中に行われる業務が発生する頻度、その業務の内容と従事した時間につい
て、一定期間の実績がわかる資料」として業務日誌等とされていますが、他にどのような資料が想定される
のでしょうか。特定の様式があるのでしょうか。

A. 業務日誌のほか、電子カルテのログ、などを想定しています。上述の内容がわかる資料であれば、医
療機関の状況に応じて、なるべく負担がかからない既存の資料を活用していただく形でご用意いただけ
れば問題ありません。

Q. 非常勤の医師については、宿日直許可の対象とならないと聞きましたが本当でしょうか。
A. 非常勤の医師についても宿日直許可の対象となります。

Q. 申請関係書類の「対象労働者全員の給与一覧表（労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金）」に
ついて、申請対象の宿直をすべて非常勤の医師で対応している場合には提出しなくてよいのでしょうか。

A. そのとおりです。割増賃金の計算の基礎となる賃金がない場合には提出いただく必要はありません。
なお、このような場合の手当額の算定については、賃金構造基本統計調査報告の医師の賃金から算出

した日額の3分の1の額を参考に評価した事例があります。

Q. 相当昔に宿日直許可を取得したはずなのですが、許可証を紛失してしまいました。どのように対応すれば
よいでしょうか。

A. 許可証を紛失してしまった場合は、原則的に許可を取り直していただく必要があります。ただし、労
働基準監督署に記録等が残っていることもありますので、労働基準監督署にご相談いただくことも可能
です。

宿日直許可の許可基準等について

Q. 「救急」や「産科」では宿日直許可を得ることはできないと聞いたのですが本当でしょうか。
A. 「救急」や「産科」だからという理由で許可を取得できないということはありません。「救急」や

「産科」で宿日直許可を得ることはできます。実際に、「救急」や「産科」で宿日直許可を取得してい
る事例があります。

Q. 大学病院やそれに準ずるような大きな医療機関でも宿日直許可は取得できるのでしょうか。
A. 様々な工夫で許可を取得することも可能です。医療機関内での医師同士の役割分担やタスクシフト/

シェア、宿日直許可を取る時間帯等の工夫により取得しているケースもあるようです。

Q. 地域で夜間の診察について輪番制を採用している場合に、輪番日以外の日であることを前提とした宿日直
許可申請を行うことはできるのでしょうか。

A. 可能です。実際に輪番日以外の日であることを前提とした許可がなされた事例があります。なお、輪
番日と非輪番日で業務に大きな差がない場合には、非輪番日を前提とすることなく許可がなされること
もありますのでこうした場合も含めてご相談いただければと思います。

Q. 準夜帯は一定数の患者が来ることが多いので、準夜帯以外の宿直時間だけの宿日直許可を申請しようと
考えていますが、このような時間帯を限定した宿日直許可の申請も可能でしょうか。

A. 可能です。このほか、所属診療科、職種、業務の種類（病棟宿日直業務のみ 等）を限った申請を行う
ことが可能です。

Q. 宿日直許可の回数については宿直週１回、日直月１回の原則には例外があると聞いていますが、実際に
例外は認められているのでしょうか。

A. 実際に例外が認められています。例えば、宿直週２回や日直月２回といった形で認められたケースがあ
ります。特に、医師不足の地域の医療機関において、いわゆる連直（例えば、週末に土曜日の夜の宿直か
ら日曜日昼の日直、日曜日の夜の宿直まで連続して行うような宿日直）の体制を確保するために遠方から
非常勤の医師を確保する場合があるという実態を踏まえた例外などが認められています。

Q. 同じ週の本務先で週１回、兼業先で週１回の宿直を行うことが想定されています。本務先でも兼業先でも
それぞれ週１回の宿日直許可を受けていますが、同一の医師の場合、どちらか１回しか宿日直許可を受けた
業務に従事することはできないのでしょうか。

A. 宿日直許可の回数の限度（宿直勤務については、週１回、日直勤務については月１回）は、医療機関
ごとに認められた回数の範囲内で宿日直許可のある業務に従事することが可能です。つまり、このケー
スの場合、本務先で１回、兼業先で１回、宿日直許可のある宿直の業務に従事することが可能です。


